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【手続補正書】
【提出日】平成22年3月30日(2010.3.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）２－アルコキシアデノシン又は２－アラルコキシアデノシンの有効量；
　ｂ）約１０～約７０質量％のグリコール；及び
　ｃ）増粘剤
を含有してなる、医薬組成物。
【請求項２】
　医薬組成物が、創傷の治癒を促進するためのものである請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項３】
　医薬組成物は、局所的に投与されるものである請求項１又は２に記載の医薬組成物。
【請求項４】
　創傷が、慢性の創傷である、請求項２又は３に記載の医薬組成物。
【請求項５】
　慢性の創傷が、糖尿病性足部潰瘍である、請求項４に記載の医薬組成物。
【請求項６】
　患者の創傷に投与したときに２－アルコキシアデノシン又は２－アラルコキシアデノシ
ンが全身的に吸収されない、請求項３～５のいずれかに記載の医薬組成物。
【請求項７】
　患者の創傷に投与したときに２－アルコキシアデノシン又は２－アラルコキシアデノシ
ンが最小限で全身的に吸収される、請求項３～５のいずれかに記載の医薬組成物。
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【請求項８】
　患者の創傷に投与したときに全身的に吸収されていないことを、患者の血漿レベル中の
２－アルコキシアデノシン又は２－アラルコキシアデノシンのレベルを測定して行う、請
求項６又は７に記載の医薬組成物。
【請求項９】
　２－アルコキシアデノシン又は２－アラルコキシアデノシンが、２－アラルコキシアデ
ノシンである、請求項１～８のいずれかに記載の医薬組成物。
【請求項１０】
　２－アルコキシアデノシン又は２－アラルコキシアデノシンが、２－［２－（４－クロ
ロフェニル）エトキシ］アデノシンである、請求項１～９のいずれかに記載の医薬組成物
。
【請求項１１】
　２－［２－（４－クロロフェニル）エトキシ］アデノシンの量が、組成物の約０．００
００１～約０．１０質量％である、請求項１０に記載の医薬組成物。
【請求項１２】
　グリコールが、Ｃ１～Ｃ９のジオール又はこのジオールのポリマーである請求項１～１
１のいずれかに記載の医薬組成物。
【請求項１３】
　グリコールが、プロピレングリコールである請求項１～１２のいずれかに記載の医薬組
成物。
【請求項１４】
　グリコールが、組成物の４０～６０％（質量）である請求項１～１３のいずれかに記載
の医薬組成物。
【請求項１５】
　増粘剤が、セルロースである請求項１～１４のいずれかに記載の医薬組成物。
【請求項１６】
　セルロースが、カルボキシメチルセルロースナトリウムである請求項１５に記載の医薬
組成物。
【請求項１７】
　更に等張剤を含有してなる、請求項１～１６のいずれかに記載の医薬組成物。
【請求項１８】
　等張剤が、塩を含有してなる請求項１７に記載の医薬組成物。
【請求項１９】
　塩が、塩化ナトリウムである請求項１８に記載の医薬組成物。
【請求項２０】
　更に水を含有してなる、請求項１～１９のいずれかに記載の医薬組成物。
【請求項２１】
　水が、組成物の約３０％～９０％（質量）である請求項２０に記載の医薬組成物。
【請求項２２】
　更に緩衝系を含有してなる、請求項１～２１のいずれかに記載の医薬組成物。
【請求項２３】
　組成物のｐＨが、４．５～１１．０である請求項１～２２のいずれかに記載の医薬組成
物。
【請求項２４】
　追加の保存剤が存在していない、請求項１～２３のいずれかに記載の医薬組成物。
【請求項２５】
　０．０００５質量％から０．０５質量％の２－［２－（４－クロロフェニル）エトキシ
］アデノシ、４０から６０質量％のプロピレングリコール、カルボキシメチルセルロース
ナトリウム、酢酸ナトリウム（三水和物）、氷酢酸、塩化ナトリウム及び精製水を含有し
てなる、局所的に投与されるための医薬組成物。
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【請求項２６】
　医薬組成物が、最大１２ヶ月から３６ヶ月にわたって自己保存性である、請求項１～２
５のいずれかに記載の医薬組成物。
【請求項２７】
　医薬組成物が、最大１２ヶ月から３６ヶ月にわたって抗菌的に有効である、請求項１～
２６のいずれかに記載の医薬組成物。
【請求項２８】
　ａ）活性薬剤を賦形剤と混ぜ合わせて溶液を製造する、そして
　ｂ）工程ａ）の溶液を増粘剤と混合して、
局所医薬組成物を製造することを含んでなる、請求項１～２７のいずれかに記載の医薬組
成物を製造する方法。
【請求項２９】
　工程ｂ）の製造物に、さらに水、等張剤、及び／又は緩衝系を添加することを更に含ん
でなる、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　創傷の治癒を促進するのに有効な量で請求項１～２７のいずれかに記載の医薬組成物を
含有してなる、創傷治癒促進用キット。
【請求項３１】
　包帯、創傷保護剤、発泡剤、スポンジ、パッド、ガーゼ、コラーゲン、フィルム包帯、
ドレープ又はペーストを更に含んでいる、請求項３０に記載のキット。
【請求項３２】
　医薬組成物が、包帯、創傷保護剤、発泡剤、スポンジ、パッド、ガーゼ、コラーゲン、
フィルム包帯、ドレープ又はペーストに含浸されている請求項３０又は３１に記載のキッ
ト。
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